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山形県個人情報保護条例（関係条文抜粋） 
 

                                 平成12年10月13日 

                                 山形県条例第62号 

 ○ 山形県個人情報保護運営審議会関係  

 

 （山形県個人情報保護運営審議会等の設置及び組織） 

第26条 第５条第２項第９号及び第３項第３号並びに第６条第１項第８号の規定による実施機

関の諮問に応じ、調査審議させるため、山形県個人情報保護運営審議会（以下「県審議会」

という。）及び山形県議会個人情報保護運営審議会（以下「議会審議会」という。）を置く。 

２ 県審議会は、前項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する重要事項について意見を

述べることができる。 

３ 県審議会及び議会審議会は、それぞれ委員５人以内で組織する。 

 

 （委員） 

第27条 県審議会の委員は学識経験のある者のうちから知事が、議会審議会の委員は議会の議

員及び学識経験のある者のうちから議長が委嘱する。 

２ 県審議会及び議会審議会の委員の任期は、それぞれ２年とする。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （会長） 

第28条 県審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、県審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その

職務を代理する。 

 

 （会議） 

第29条 県審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、会長及び２人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決すると

ころによる。 

５ 会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合の第３項の規定の適用については、前条第３

項の規定により会長の職務を代理する委員は、会長とみなす。 

 

 （庶務） 

第30条 県審議会の庶務は、総務部において処理する。 

 

 （会長への委任） 

第31条 前５条に定めるもののほか、県審議会の運営に関し必要な事項は、会長が県審議会に

諮って定める。 
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 ○ 山形県個人情報保護運営審議会への諮問関係  

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (１) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るも

のをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の

役員に関する情報を除く。 

 (２) 実施機関 知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安

委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理

委員会、企業管理者、病院事業管理者及び県が設立団体である地方独立行政法人（地方

独立行政法人法（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人を

いう。以下同じ。）をいう。 

 (３)～  － 略 － 

 

 （利用及び提供の制限） 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、個人情報を当該実

施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

 (１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

 (２) 法令等の規定又は国の機関の指示に基づくとき。 

 (３) 当該個人情報が本人により公にされているとき。 

 (４) 個人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、緊急かつやむを得ないと認

められるとき。 

 (５) 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の

維持を目的として利用し、又は提供する場合で、利用し、又は提供することに相当の理

由があると認められるとき。 

 (６) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益

を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

 (７) 国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人が利用する場合で、事務に

必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があると認められるとき。 

 (８) 前各号に掲げる場合のほか、山形県個人情報保護運営審議会の意見を聴いた上で、個

人情報を利用し、又は提供することに公益上の必要その他相当の理由があると実施機関

が認めるとき。 

２ 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認め

るときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その

他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなけれ

ばならない。 

 


